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１ 神奈川県県営上水道条例（昭和29年神奈川県条例第11号）新旧対照表 

改   正 現   行

（工事の施行） （工事の施行） 

第 14条の２ （略） 第 14条の２ （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、災害その他非

常の場合において、管理者が必要と認めるとき

は、管理者以外の水道事業者（水道法第３条第

５項に規定する水道事業者をいう。以下同じ。）

又は管理者以外の水道事業者により同法第 16

条の２第１項の指定を受けた者が給水装置工

事を施行することができる。 

（新規） 

（指定給水装置工事事業者の工事） （指定給水装置工事事業者の工事） 

第 15 条 指定給水装置工事事業者（前条第２項

の規定により管理者以外の水道事業者又は管

理者以外の水道事業者により水道法第 16 条の

２第１項の指定を受けた者が給水装置工事を

施行することができる場合におけるその者を

含む。第 48条第１項第２号を除き、以下同じ。）

は、給水装置工事（修理工事を除く。以下「工

事」という。）を施行しようとするときは、あ

らかじめ設計について管理者の審査を受け、か

つ、工事の施行について管理者の承認を受けな

ければならない。 

第 15 条 指定給水装置工事事業者は、給水装置

工事（修理工事を除く。以下「工事」という。）

を施行しようとするときは、あらかじめ設計に

ついて管理者の審査を受け、かつ、工事の施行

について管理者の承認を受けなければならな

い。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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